
ＣＣＵＳ能力評価申請手数料を時限的に全額支援します！
～この機会に能力評価を申請しましょう～

建設キャリアアップシステム事業本部

建設キャリアアップシステム登録技能者・登録事業者
の皆様へ

能力評価分野及び申請先については、右のQRコードよりご確認ください
（QRコード：国土交通省HP）

申請方法の詳細については、各能力評価実施団体にお尋ねください

・CCUS技能者登録（詳細型登録）が完了している方

※CCUS技能者登録と能力評価申請手続きの同時申請（ワンストップ申請）者も含む

〇対象者

・2025年8月１日（金）から2026年3月３１日（火）まで
※申請日基準となります

〇全額支援を行う期間

・全ての能力評価分野が対象 （レベル２～レベル４）

〇対象となる能力評価

・能力評価申請に係る手数料4,000円

※CCUS技能者登録と能力評価申請手続きの同時申請（ワンストップ申請）については3,000円
※CCUS登録技能者が簡略型登録から詳細型登録へ移行する際の手数料（２，4００円）は対象外

〇全額支援の対象範囲

・能力評価実施団体への申請自体は従来通り
・ただし、能力評価申請手数料の支払は不要

※CCUS技能者登録と能力評価申請手続きの同時申請（ワンストップ申請）についても従来通り
※従来、申請時に必要な書類であった手数料支払に係る証明書については、添付不要
ワンストップ申請の場合においては、建設業振興基金が指定する画像を添付

〇全額支援を活用した申請方法

〈例〉



評価手数料振込証明書ホームページ上

同時申請(ワンストップ申請)時の添付ファイルについて

①

②

③



建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ） 

の能力評価制度について 

（海上起重技能者の能力評価（レベル判定）） 

 

 国土交通省は、2020 年 4 月より「建設技能者の能力評価制度」をスタートさせました。 

能力評価制度は、建設キャリアアップシステムに登録された技能者一人ひとりの技能や経

験を正しく評価し、レベルに応じた 4 段階の評価判定を行うもので、海上起重技能者のレ

ベル判定は、海技協が行います。 

 建設技能者の能力評価制度について、海上起重技能者能力評価基準、海上起重技能者の

レベル判定申請手続き等については、以下をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

能力評価を申請する方は、「〇海上起重技能者レベル判定申請手続き」をクリックしてください。 

 

  ※能力評価（レベル判定）は、所属事業者（建設キャリアアップシステムに事業者登録した 

   企業に限る）のみが申請できます。 

 

 

 

○建設技能者の能力評価制度について（国土交通省） 

〇海上起重技能者能力評価基準（国土交通省） 

○海上起重技能者のレベル判定申請手続き 

○2.0.2版 能力評価(レベル判定)システム操作マニュアル 

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000040.html
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001424889.pdf
https://www.kaigikyo.jp/ccus_hyokaseido/kaigi_lebel_hantei_23.pdf
https://www.kaigikyo.jp/ccus_hyokaseido/hyoka_hantei_manu202503_202.pdf

	スライド 1



